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本稿の目的

１.�経営資源としての「ヒト」の特性

　まず経営資源としての「ヒト」の持つ特性につい
て説明する。企業経営は、ヒト（人的資源）、モノ

（原材料や生産設備）、カネ（資本）の３つの経営
資源から構成されることが指摘されている。企業
経営においては「ヒト」が「モノ」「カネ」を操作する
ことから、「ヒト」は主体的存在、「モノ」「カネ」は客
体的存在であるとみなされ、特に「ヒト」が重要視さ
れる傾向がある。人的資源管理は３つの経営資
源のうち、「ヒト」にかかわる管理機能を担うもので
あるといえる。ただし、経営資源としての「ヒト」は従
業員それ自体ではなく、従業員自身の能力を活用
して提供する労働サービスである点には留意する
必要がある。企業が必要とする労働サービスを提
供するための能力を従業員が十分に備えていたと
しても、労働サービス提供に対する従業員自身の
モティベーションが極端に低ければ、企業が求める
労働サービスの提供は行われない（佐藤・藤村・
八代, 2011）。これは潜在的な従業員の能力と従
業員のモティベーションの両方が揃ってはじめて、
企業が必要とする労働サービスは得られ、経営資
源としての「ヒト」となりえることを意味する。こうした

性質を踏まえると、経営資源としての「ヒト」の本質
的な管理者は、経営者や上司ではなく、あくまで
従業員自身であるといえよう。

　
　
　雇用契約によって法律上労働サービスの提供
を義務づけることは可能であるが、実際に企業が
求める労働サービスの提供を従業員に強要するこ
とは、上述したように「ヒト」の本質的な管理者が
従業員自身である限り、極めて困難である。こうし
た性質は専門性や裁量度の高い仕事となるほど
顕著となる。よって、経営資源としての「ヒト」を対

　本稿では、人的資源管理として導入されるさまざまな人事制度や、実施される施策（以下、企業制度・施策）に

ついて、従業員の集合体である労働組合が把握することの重要性を、分析データを用いて確認する。同時に経営

資源としての「ヒト」の特性と、企業制度・施策の歴史的変遷およびその背景について概説する。

図１　３つの経営資源
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象とした人的資源管理を行う上では、従業員のモ
ティベーションをいかに維持・向上するかが重要と
なる。企業が導入するさまざまな制度や、実施する
施策は従業員のモティベーションを維持・向上させ
るという人的資源管理の目的を達成するために、
企業が講じる具体的な手段としてとらえることがで
きる。
　経営資源としての「ヒト」のもう一つの特徴とし

て、「モノ」「カネ」とは異なり、自身の労働サービス
の提供やそれに対する評価に対して何らかの要
望や不満を持っていることがあげられる。従業員
の要望や不満に対処し、十分な労働サービスの提
供を促進することが人的資源管理の主要な目的
であり、この目標を達成するために企業は様々な
制度を取り入れたり、施策を実施したりしている。

２.�日本企業における人的資源管理の現状と課題

３.�日本企業における人的資源管理の歴史的変遷

　次に、日本企業における人的資源管理の現状
について確認する。日本企業は国際的には依然と
して高賃金であるため、必然的に高付加価値の
製品・サービスを提供する戦略を取らざるを得ない

（今野・佐藤, 2009）。こうした高付加価値の製品・
サービスは経営資源としての「ヒト」の知恵と工夫
の産物である。そのため、優秀な人材を確保し、モ
ティベーションを高めることが競争力の基盤となる。
一方で、高付加価値の製品・サービスを提供する
戦略には、これらの製品・サービスには新規性が
求められることに起因して、開発・生産が難しく、さ
らに製品化されても市場に受け入れられず、想定
していたほどに売上が伸びないという不確実性が
相対的に大きいというデメリットが付随する。日本
企業は高付加価値の製品・サービスを提供する
戦略を取らざるを得ず、そうした戦略に付随する市
場リスクに必然的に直面することになるわけであ
る。

　こうした市場リスクにもかかわらず、高付加価値
の製品・サービスを提供する戦略を取るうえでは、
企業は経営資源としての「ヒト」を確保し、活用し
ていくことが求められる。そのため、市場の不確実
性に起因する短期的なリスクへの対応（人件費を
削減することで市場リスクに備える）と、長期的な
視点に立った「ヒト」の確保および育成（採用や教
育に対する投資を増やす）という２つの課題を同
時に解決することが求められる。このトレードオフが
現在進みつつある人事管理の構造改革の背景
にある。

　続いて第二次世界大戦から現在に至るまで
の、日本企業における人的資源管理の歴史的変
遷を確認する。第二次世界大戦後の復興期にお
いては、従業員の生活の保障が重視された経営
がなされており、扶養家族数や年齢、勤続年数な
どの職務とは直接関係のない要素によって賃金
の大半が決定された。この背景には盛んな労働
運動があり、労働組合の要望が強く反映されてい

た点も指摘できる。日本型経営の「三種の神器」と
いわれた終身雇用、年功序列、企業別労働組合
は、従業員の生活の保障を第一とする経営思想
を反映したものであるといえる。従業員の生活を保
障するうえでは安定した雇用（終身雇用）と生計
費に見合った給与を支給することが重要となる。
終身雇用においては従業員の仕事および生活
は、会社によって大きく影響され、従業員と会社の

図２　高付加価値型戦略のトレードオフ
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利害は共通することとなる。従業員と会社の利害
が共通する場合、会社の範囲で組織される企業
別組合が合理的といえる。また企業と従業員の関
係だけでなく、企業と株主の関係も重要な要因で
ある。この時代は企業間で株式持合が広く行われ
ており、短期的な収益や株価の上昇に対する株
主からの圧力が強くなかったことも日本型経営を
実現する一要素であった。
　日本型経営の「三種の神器」は、供給能力を高
めて増加する需要に対応することが重要となって
いた高度経済成長期の市場環境に適応した制
度設計といえる。高度経済成長期は「作れば売れ
る」状態といえ、市場リスクの小さい市場環境であ
る。こうした市場環境においては、従業員が団結し
て働くことが重要となり、従業員間の賃金格差を
拡大するとかえって従業員の団結を阻害する恐
れがあった（高原, 2014）。同時に、経済成長に
伴って組織も拡大していたため、役職数自体も増
加している。このため、年功序列を維持しつつ、従
業員に対して役職を与えることが可能であった。
　しかし、石油ショックを機に、日本経済は右肩上
がりの成長を維持することができなくなった。このこ
ことが重複するため組織拡大の維持が厳しくなり、
役職数の増加がなくなったことを意味する。同時
に年功序列においては、勤続年数が長い従業員
の増加は、人件費の増加につながる。これらの要
因から、年功序列による昇進・昇給という人事モ
デルを維持することが困難となった。こうした事態
に対応するため、従業員の職務遂行能力をもとに
従業員を格付けする職能資格制度が導入され
た。職務遂行能力が高い従業員を昇格させる一
方、職務遂行能力が不十分な従業員については
昇格を見送ることで、従業員を選抜した。
　その後もプラザ合意などの円高誘導政策による
グローバル競争の激化によって、日本企業は更な
る経営の効率化が求められるようになった。従業
員の仕事の成果や成績によって人事評価を行う
成果主義は、こうした厳しい市場環境に適応する
ために導入されたといえる。成果主義を導入した
場合、企業の人件費は企業業績と連動したものと
なるため、企業にとっては経営リスクを低減するこ
とが可能である。また、若手従業員を積極的に登

用するうえでも相性が良いといえる。
　このように厳しい市場環境に適応するために導
入された成果主義だったが、成果を客観的に評
定することが難しい、成果が目に見えやすい短期
的な業務に偏重しやすい、従業員同士の競争が
起こりやすく、連携を阻害しやすいといったデメリッ
トも指摘されている。現状、多くの日本企業におい
て導入された成果主義は失敗したと評価されてい
る（高橋, 2014）。現状では、日本企業の人的資
源管理として成果主義は必ずしも受け入れられた
とはいえず、成果主義の見直しが進んでいるといえ
るだろう。

　これまで確認してきたように、人的資源管理、そ
してそれを実現するための企業制度・施策はその
時々の経済状況や市場環境に適応しながら変遷
を遂げており、今後も環境の変化にあわせて調節
していく必要がある。その際、上述したように人的
資源管理は経営資源としての「ヒト」の活用を目的
としている以上、その具体的な手段である企業制
度・施策は従業員のモティベーションを引き出すよ
うに設計されることが求められる。こうした構造を考
えれば、従業員の集合体である労働組合、特に従
業員と会社の利害が共通する企業別労働組合に
とって、企業が導入した企業制度・施策を、組合
員の立場から評価・検証し、より良い企業制度・
施策に向けた提言を行うことは重要だといえる。

図３　人的資源管理の変遷
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　公益社団法人国際経済労働研究所（以下、国
際経済労働研究所）が2015年に開始した「企業
制度・施策に関する組織調査」（第49回共同調
査）の目的は、日本企業における人的資源管理の
ために導入・改訂された企業制度・施策が、経営
資源としての「ヒト」、つまり組合員のモティベーショ
ンに対して、どのような影響を与えたかを検証する
ことである。国際経済 労働研究所ではON・I・
ON2調査（第30回共同調査）を長年実施してお
り、組合員のモティベーションに関する日本最大級
のデータベースを保有している。第49回共同調査
では、企業単位で導入されている企業制度・施策
に関する組織調査を実施するとともに、ON・I・
ON2調査のデータベースと紐づけた分析を行うこ
とで、各種の企業制度・施策が組合員のモティ
ベーションに与える影響を数値化し、検討している。
　企業制度・施策が組合員のモティベーションに
与える影響を数値化し、比較可能な形に集約する
ことができれば、人的資源管理を行ううえで有用な
企業制度・施策を弁別することができるようになる。
こうした知見は、人事制度を導入する際の比較検
討や、既存の制度を取捨選択する際に役立つこ
とが期待できる。
　企業制度・施策は企業単位で導入され、そこで
働く従業員のモティベーションに影響を与えている
と想定される。そこで、ある企業制度・施策を導入
している企業と、導入していない企業の従業員の
モティベーションを比較することで、それぞれの企
業制度・施策が従業員のモティベーションにどのよ
うな影響を与えているかが推定できる。
　従業員のモティベーションの指標としては、ON・
I・ON2調査で算出されている内発指標・外発指

４.�第49回共同調査「企業制度・施策に関する組織調査」

標を用いた。内発指標・外発指標は従業員のモ
ティベーションを、複数の変数間の関係を加味した
うえで算出される。内発指標・外発指標は「社会
的望ましさ」や「評価懸念」の影響を受けにくいた
め、従業員のモティベーションを精確に測定するこ
とが可能だとされている（八木・山下, 2016）。同
時に、内発指標・外発指標のバランスは、意識調
査１年後の従業員一人当たりの営業利益額と関
連していることが指摘されており、測定方法として
妥当性が高い（八木・山下, 2009）。また意識調
査１年後の従業員一人当たりの営業利益額と関
連するという性質から、各企業にとってどういった
企業制度・施策を導入することが望ましいかを判
断しやすいというメリットがある。従業員のモティ
ベーションのバランスが金銭的な報酬や外的評価
のような、いわゆるアメとムチによる動機づけに
偏っている（過剰外発状態）企業においては、「仕
事の楽しさ」といった内発的動機づけを高めるよう
な企業制度・施策の導入が効果的であり、逆に
内発的動機づけに偏っている（過剰内発状態）
企業においては、外発的動機づけを高めるような
企業制度・施策の導入が有効であると判断でき
る。ただし、内発的動機づけと外発的動機づけの
間にはトレードオフの関係性があることが指摘され
ている（Deci, 1975）。これはアンダーマイニング
効果と呼ばれ、従業員データを用いた分析（山下, 
1998）、神経活動（Murayama et al., 2010）で
も頑健にみられている現象である。内発的動機づ
けと外発的動機づけの間のトレードオフの存在を
考慮すると、過剰な企業制度・施策の導入はか
えって従業員のモティベーションのバランスを損ね
る可能性すらある点には留意が必要である。

図４　第49回共同調査「企業制度・施策に関する組織調査」
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５.�分析データ・指標

６.�企業制度・施策と組合員のモティベーションの関係

　2016年１月～ 2017年８月までに国際経済労
働研究所が実施した第49回共同調査によって収
集した企業制度・施策に関する組織データを分析
対象として用いた。また、これらの組織データに対
応する組合員の意識データをON・I・ON2調査の
データベースから抽出し、両者を紐づけて分析し

た。組合員のモティベーションの指標は上述した通
り、内発指標・外発指標を用いた。組織データは
各意識調査年を個別のものとして扱っており、合
計76サンプルを分析対象とした。組織データの質
問項目数は全393問であり、内容別に分類した場
合の各質問項目数は以下のとおりである。

　従業員の集合である労働組合が、各種の企業
制度・施策について十分に把握していることは重
要である。企業制度・施策が従業員のモティベー
ションを高めることを目的に導入・改訂されているこ
とを考えると、その対象である従業員の立場からの
検証や改善提案は、当然ながら各企業にとって望
ましい制度設計へとつながると考えられるためであ
る。こうした検証や改善提案を行うためには、当然
ながらまず自社にどのような企業制度・施策が導
入されているかを把握することが不可欠である。そ
れでは、労働組合が自社に導入されている企業
制度・施策について詳細に把握している組織で
は、組合員のモティベーションも高いという関係性
が確認されるのだろうか。上述した通り、第49回共
同調査が対象としている企業制度・施策は非常
に広範にわたっており、かつ質問項目数も非常に

多い。そこで、第49回共同調査の調査票に対する
回答率を、労働組合が企業制度・施策について
把握している程度の指標とみなし、従業員のモ
ティベーションとの関係を検討した。第49回共同調
査の調査票に対する回答率の中央値は68.3％で
あった。
　下図は調査票への回答率と従業員のモティ
ベーション（内発指標・外発指標）の関係を、回帰
分析という統計手法を用いて検討した結果を、ベ
クトル図によって示している。図中の矢印の向きは
影響の方向を示しており、矢印の長さが影響の強
さを示している。分析の結果、調査票への回答率
と内発指標の間には統計的に有意な関係性がみ
られたが、外発指標との間には統計的に影響があ
るとはいえなかった。また、影響の強さとしては、調
査票への回答率が５％高まると、内発指標が0.9ポ

表１　第49回共同調査の質問内容
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イント高くなるという関係がみられた。内発指標は
従業員の内発的動機づけの程度を示す指標であ
るため、労働組合が企業制度・施策について十
分に把握し、導入・改訂された企業制度・施策に
ついて従業員の立場から評価・検証や改善に向
けた提言がなされている組織ほど、従業員が楽し
さや生きがいをもって働ける環境となっていると解
釈できる。

　本稿では、人的資源管理とその対象となる経
営資源としての「ヒト」の特性について確認し、人
的資源管理の具体的な手段である企業制度・施
策の歴史的変遷とその背景について紹介すると
ともに、労働組合がそうした企業制度・施策につい
て把握することの重要性を、データを交えて確認し
てきた。その結果、経営資源としての「ヒト」の持つ
主体性という特徴から予測されたとおり、従業員
の立場から企業制度・施策を評価・検証すること
の有用性が示された。同時に、企業制度・施策は
市場環境にあわせて変容させる必要があること
が、これまでの歴史的変遷からみても明らかである

７.�まとめと今後の展望
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